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一 般 会 計



議案第１１号

　令和７年度珠洲市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

　（債務負担行為）

　することができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

　（地方債）

　額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第３表　地方債」による。

　（一時借入金）

　２，０００，０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

　することができる場合は、次のとおりと定める。

　　同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和７年３月４日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

－ 1 －

　(1)　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における

令和７年度珠洲市一般会計予算

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０５，６００，０００千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為を



－ 2 －

  7 地方消費税交付金 320,000

  1 地方消費税交付金 320,000

  6 法人事業税交付金 28,000

  1 法人事業税交付金 28,000

  5 株式等譲渡所得割交付金 6,000

  1 株式等譲渡所得割交付金 6,000

  4 配当割交付金 6,500

  1 配当割交付金 6,500

  3 利子割交付金 450

  1 利子割交付金 450

  2 自動車重量譲与税 82,000

  3 森林環境譲与税 35,000

  2 地方譲与税 144,000

  1 地方揮発油譲与税 27,000

  5 入湯税 2,466

  6 都市計画税 31,356

  3 軽自動車税 50,193

  4 市たばこ税 71,494

  1 市民税 498,305

  2 固定資産税 509,005

項 金額

  1 市税 1,162,819

第１表　　　　　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入
（単位：千円）

款



（単位：千円）

款 項 金額

  8 環境性能割交付金 16,000

  1 環境性能割交付金 16,000

  9 地方特例交付金 3,100

  1 地方特例交付金 3,000

  2 新型コロナウイルス感染症対策地

    方税減収補填特別交付金 100

 10 地方交付税 7,297,804

  1 地方交付税 7,297,804

 11 交通安全対策特別交付金 1,353

  1 交通安全対策特別交付金 1,353

 12 分担金及び負担金 11,395

  1 分担金 2,098

  2 負担金 9,297

 13 使用料及び手数料 74,891

  1 使用料 51,158

  2 手数料 23,733

 14 国庫支出金 42,803,987

  1 国庫負担金 10,698,541

  2 国庫補助金 32,102,361

  3 委託金 3,085

 15 県支出金 6,354,080

－ 3 －



－ 4 －

  1 市債 42,997,400

105,600,000

  4 雑入 346,732

 21 市債 42,997,400

  2 市預金利子 1

  3 貸付金元利収入 6,117

 20 諸収入 353,152

  1 延滞金、加算金及び過料 302

 19 繰越金 1

  1 繰越金 1

  1 基金繰入金 3,459,569

  2 特別会計繰入金 －

  1 寄附金 550,000

 18 繰入金 3,459,569

  2 財産売払収入 100

 17 寄附金 550,000

 16 財産収入 9,499

  1 財産運用収入 9,399

金額

  2 県補助金 5,252,830

  3 委託金 70,124

  1 県負担金 1,031,126

（単位：千円）

款 項

　　歳　　入　　合　　計　　



歳　出
（単位：千円）

款 項 金額

  1 議会費 135,607

  1 議会費 135,607

  2 総務費 3,765,771

  1 総務管理費 3,430,480

  2 徴税費 165,852

  3 戸籍住民基本台帳費 82,583

  4 選挙費 44,376

  5 統計調査費 16,408

  6 監査委員費 26,072

  3 民生費 5,288,404

  1 社会福祉費 1,655,030

  2 児童福祉費 627,882

  3 生活保護費 145,860

  4 生活困窮自立支援費 4,931

  5 災害救助費 2,854,701

  4 衛生費 63,130,225

  1 保健衛生費 335,037

  2 清掃費 507,868

  3 水道費 790,767

  4 病院費 598,904

  5 災害ごみ処理費 60,897,649

－ 5 －



－ 6 ー

  1 教育総務費 133,530

  1 消防費 636,011

 10 教育費 1,439,086

  7 急傾斜地対策費 4,000

  9 消防費 636,011

  5 都市計画費 2,782,833

  6 住宅費 1,181,997

  3 河川海岸費 4,273

  4 港湾費 153

  1 土木管理費 84,107

  2 道路橋りょう費 368,452

  1 商工費 1,120,402

  8 土木費 4,425,815

  4 漁港費 13,462

  7 商工費 1,120,402

  2 林業費 88,369

  3 水産業費 51,136

  6 農林水産業費 1,501,602

  1 農業費 1,348,635

  5 労働費 32,398

  1 労働諸費 32,398

（単位：千円）

款 項 金額



  1 予備費

　　歳　　出　　合　　計　　

（単位：千円）

款 項 金額

  2 小学校費 181,571

  3 中学校費 373,735

  4 社会教育費 423,501

  5 保健体育費 326,749

 11 災害復旧費 22,113,409

  1 公共土木施設災害復旧費 17,230,000

100,000

  1 公債費

  2 農林水産施設災害復旧費 3,639,679

  3 その他施設災害復旧費 1,243,730

100,000

105,600,000

 12 公債費 1,911,270

1,911,270

 13 予備費

－ 7 －



第２表 債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

第３表  地 方 債

（単位：千円）

5.0％以内

－ 8 －

令和８年度～令和９年度 ２,０００,０００

（仮称）ふれあいホースパーク整備事業費 令 和 ８ 年 度 １００,０００

又　は

災害公営住宅整備事業費 令 和 ８ 年 度 １６８,０００

事 項 期 間 限 度 額

指定管理委託事業（滞在交流施設日置） 令和８年度～令和９年度 ８,６００

市街地整備事業費

起 債 の 目 的 償 還 の 方 法

2,000光ファイバ整備事業費
普通貸借

4,400

わくわく広場管理費
（過疎債ソフト分）

滞在交流施設日置管理費
（過疎債ソフト分）

利　率限　度　額 起債の方法

還期限を短縮し、もしくは

ついて、利率の 繰上償還又は低利に借換す

　借入先の融資条件による。

　ただし、市財政その他の

都合により据置期間及び償

見直しを行った ることができる。

後においては、
54,900

証券発行

市営無料バス運行事業費
（過疎債ソフト分）

庁舎等維持費

見直し方式で借

り入れる資金に

当該見直し後の

利率）

5,200
（ただし、利率

5,300



（単位：千円）

5.0％以内

－ 9 －

り入れる資金に

証券発行

又　は

観光推進事業費補助金
（過疎債ソフト分）

2,000

観光施設維持管理費
（過疎債ソフト分）

13,700

起債の方法 利　率起 債 の 目 的 償 還 の 方 法

一般経費（財産管理費） 34,300

限　度　額

飲用井戸等整備事業
（過疎債ソフト分）

10,000

災害対策債 30,446,300

子どもの遊び場整備計画策定事業費 50,000

（社）シルバー人材センター事業費
（過疎債ソフト分）

5,500

普通貸借 　借入先の融資条件による。

県営ほ場整備事業費負担金 20,000

（ただし、利率 　ただし、市財政その他の

見直し方式で借 都合により据置期間及び償

還期限を短縮し、もしくは

ついて、利率の 繰上償還又は低利に借換す

見直しを行った

後においては、

ることができる。

県営漁港整備事業費負担金 3,900

当該見直し後の

利率）

市街地整備事業費 200,000

珠洲市沿岸漁業活性化構造改善
事業費

33,100

観光施設指定管理委託事業費
（過疎債ソフト分）

30,000

社会資本整備総合交付金事業費 36,000

観光施設維持管理費 14,500



（単位：千円）

5.0％以内

令和6年災害復旧事業費
（総務施設）

61,800

－ 10 －

り入れる資金に

令和6年災害復旧事業費
（農地・農業用施設）

150,000

令和6年災害復旧事業費（林道） 100,000

令和6年災害復旧事業費
（漁港施設）

375,100

令和6年災害復旧事業費
（公共土木施設）

6,198,200

堆積土砂排除事業費（奥能登豪雨） 400,000

緑丘中グラウンド全天候型整備
事業費

110,900
証券発行 当該見直し後の

利率）

学校施設修繕費（中学校） 4,000
見直しを行った ることができる。

後においては、

公民館施設修繕費等 127,600
又　は 還期限を短縮し、もしくは

ついて、利率の 繰上償還又は低利に借換す

普通貸借 　借入先の融資条件による。

体育施設維持管理費 110,100
（ただし、利率 　ただし、市財政その他の

見直し方式で借 都合により据置期間及び償

消防施設維持費 43,000

災害援護資金貸付事業費 7,000

学校施設修繕費（小学校） 1,000

限　度　額 起債の方法 利　率起 債 の 目 的 償 還 の 方 法

災害公営住宅整備事業費 718,000



（単位：千円）

5.0％以内

－ 11 －

り入れる資金に

又　は

証券発行

普通貸借

（ただし、利率

見直し方式で借

ついて、利率の

見直しを行った

　ただし、市財政その他の

都合により据置期間及び償

繰上償還又は低利に借換す

ることができる。

還期限を短縮し、もしくは

後においては、

令和6年災害復旧事業費
（文化振興施設）

82,000

令和6年災害復旧事業費
（上水道施設）

595,700

令和6年災害復旧事業費
（下水道施設）

1,821,500

令和6年災害復旧事業費
（学校施設）

40,600
当該見直し後の

利率）

令和6年災害復旧事業費
（観光施設）

684,400

令和6年災害復旧事業費
（国定公園）

5,000

令和6年災害復旧事業費
（消防施設）

326,500

限　度　額 起債の方法 利　率起 債 の 目 的 償 還 の 方 法

令和6年災害復旧事業費
（産業振興施設）

63,900
　借入先の融資条件による。



国 民 健 康 保 険 特 別 会 計



議案第１２号

　令和７年度珠洲市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

　（一時借入金）

　借入れの最高額は、１１０，０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

　ることができる場合は、次のとおりと定める。

　　一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　(2)　保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費

　　の各項の間の流用

令和７年３月４日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

－ 13 －

　(1)　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同

令和７年度珠洲市国民健康保険特別会計予算

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，８５０，２５３千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す



  1 国民健康保険税 274,627

第１表　　　　　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入
（単位：千円）

款 項 金額

  1 国民健康保険税 274,627

  2 使用料及び手数料 10

  1 手数料 10

  3 県支出金 1,304,328

  1 県補助金 1,304,328

  4 財産収入 256

  1 財産運用収入 256

  5 繰入金 270,684

  1 繰入金 270,684

  6 繰越金 1

  1 繰越金 1

  7 諸収入 347

  1 延滞金、加算金及び過料 2

  2 雑入 345

1,850,253　　歳　　入　　合　　計　　

－ 14 －



－ 15 －

款 項 金額

歳　出
（単位：千円）

84,695

  1 総務管理費 67,899

  2 徴税費 16,615

  1 総務費

  3 運営協議会費 181

  2 保険給付費 1,267,174

  1 療養諸費 1,079,690

  2 高額療養費 180,200

  3 移送費 261

  4 出産育児諸費 5,003

  5 葬祭諸費 2,000

  6 結核諸費 20

  3 国民健康保険事業費納付金 446,165

  1 医療給付費分 310,015

  2 後期高齢者支援金等分 100,059

  3 介護給付金分 36,091

  4 保健事業費 35,097

  1 特定健康診査等事業費 16,572

  2 保健事業費 18,525

  5 基金積立金 257

  1 基金積立金 257

  6 公債費 10



－ 16 －

（単位：千円）

款 項 金額

  7 諸支出金 15,855

  1 償還金及び還付加算金 10,001

  2 繰出金 5,854

  8 予備費 1,000

  1 予備費 1,000

1,850,253　　歳　　出　　合　　計　　

  1 公債費 10



介 護 保 険 特 別 会 計



議案第１３号

　令和７年度珠洲市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

　（地方債）

　できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」

　による。

　（一時借入金）

　８０，０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

　ることができる場合は、次のとおりと定める。

　　一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　(2)　保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費

　　の各項の間の流用

令和７年３月４日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

－ 17 －

令和７年度珠洲市介護保険特別会計予算

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，１３０，２６７千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

　(1)　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことが



－ 18 －

820

  1 延滞金、加算金及び過料 6

第１表　　　　　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入
（単位：千円）

項 金額

  1 保険料 394,480

款

  1 介護保険料 394,480

  2 使用料及び手数料 5

  1 手数料 5

  3 国庫支出金 836,442

  1 国庫負担金 507,174

  2 国庫補助金 329,268

  4 支払基金交付金 809,864

  1 支払基金交付金 809,864

  5 県支出金 460,400

  1 県負担金 438,923

  2 県補助金 21,477

  6 財産収入 58

  1 財産運用収入 58

  7 繰入金 508,320

  1 一般会計繰入金 451,951

  2 基金繰入金 56,369

  8 繰越金 1

  1 繰越金 1

  9 諸収入



－ 19 －

（単位：千円）

款 項 金額

  2 雑入 814

 10 市債 119,877

  1 財政安定化基金借入金 119,877

3,130,267　　歳　　入　　合　　計　　



款 項 金額

  1 総務費

歳　出
（単位：千円）

44,696

  1 総務管理費 27,576

  2 徴収費 490

  3 介護認定審査会費 16,630

  2 保険給付費 3,055,356

  1 介護サービス及び介護予防サービ

    ス等諸費 2,909,250

  2 その他諸費 1,820

  3 地域支援事業費 144,286

  3 基金積立金 59

  1 基金積立金 59

  4 諸支出金 30,056

  1 償還金及び還付加算金 30,056

  5 予備費 100

  1 予備費 100

　　歳　　出　　合　　計　　 3,130,267

－ 20 －



第２表  地 方 債

（単位：千円）

5.0％以内

又　は

証券発行

（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

－ 21 －

保険給付事業

普通貸借

限　度　額 起債の方法 利　率起 債 の 目 的 償 還 の 方 法

　借入先の融資条件によ
る。
　ただし、市財政その他の
都合により据置期間及び償
還期限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利に借換す
ることができる。

119,877



後期高齢者医療特別会計



議案第１４号

　令和７年度珠洲市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

令和７年３月４日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

令和７年度珠洲市後期高齢者医療特別会計予算

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３５２，９９９千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

－ 23 －



－ 24 －

  2 雑入 22,391

　　歳　　入　　合　　計　　 352,999

  4 諸収入 22,392

  1 延滞金、加算金及び過料 1

  3 繰入金 114,830

  1 繰入金 114,830

  2 使用料及び手数料 10

  1 手数料 10

  1 後期高齢者医療保険料 215,767

  1 後期高齢者医療保険料 215,767

款 項 金額

第１表　　　　　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入
（単位：千円）



－ 25 －

  1 予備費 100

　　歳　　出　　合　　計　　 352,999

  1 償還金及び還付加算金 6,000

  5 予備費 100

  1 後期高齢者健康診査 16,798

  4 諸支出金 6,000

  1 負担金 320,930

  3 後期高齢者健康診査 16,798

  2 徴収費 1,689

  2 分担金及び負担金 320,930

  1 総務費 9,171

  1 総務管理費 7,482

歳　出
（単位：千円）

款 項 金額



賃 貸 住 宅 事 業 特 別 会 計



議案第１５号

　令和７年度珠洲市の賃貸住宅事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

令和７年３月４日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

令和７年度珠洲市賃貸住宅事業特別会計予算

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５，９５９千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

－ 27 －



　　歳　　出　　合　　計　　

1,419

25,959

  1 基金積立金

  1 住宅管理費 24,540

  2 基金積立金 1,419

款 項 金額

  1 住宅管理費 24,540

  1 財産運用収入 43

歳　出
（単位：千円）

　　歳　　入　　合　　計　　 25,959

  1 住宅使用料 25,916

  2 財産収入 43

第１表　　　　　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入
（単位：千円）

款 項 金額

  1 住宅使用料 25,916

－ 28 －



病 院 事 業 会 計



（総　　則）

第１条　令和７年度珠洲市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

病 院 事 業

　　　（１） １０８ 床 床

７ 床 床

１１５ 床 床

　　　（２） ２３,７２５ 人 人

７５,２４４ 人 人

　　　（３） ６５ 人 人

３０２ 人 人

　　　（４） ３６５ 日 日

２４２ 日 日

　　　（５） １２２,８３０ 千円

１７６,８５５ 千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　収　　　　　入

第１款

　第１項

　第２項

　第３項

第２款

　第１項

　第２項

　第３項

　　支　　　　　出

第１款

　第１項

　第２項

　第３項

－ 29 －

医 業 外 費 用 １１７,６９３ 千円

特 別 損 失 １ 千円

病 院 事 業 費 用 ３,５１８,０６９ 千円

医 業 費 用 ３,４００,３７５ 千円

大 谷 診 療 所 特 別 利 益 １ 千円

大 谷 診 療 所 医 業 収 益 １,４２８ 千円

大谷診療所医業外収益 １１８ 千円

特 別 利 益 ２ 千円

診 療 所 事 業 収 益 １,５４７ 千円

医 業 収 益 ２,２３６,２５３ 千円

医 業 外 収 益 ４８２,８０４ 千円

院 内 設 備 更 新
事 業 費

千円 －

病 院 事 業 収 益 ２,７１９,０５９ 千円

主な建設改良事業 営 業 設 備 費 千円 －

外 来 患 者 数 ５

診 療 実 日 数 入 院 －

外 来 ２４

年 間 患 者 数 入 院 患 者 数 －

外 来 患 者 数 １２０

一 日 平 均 患 者 数 入 院 患 者 数 －

結 核 病 床 －

計 －

議案第１６号

令和７年度珠洲市病院事業会計予算

区　　　分 診 療 所 事 業

病 床 数 一 般 病 床 －



第２款

　第１項

　第２項

　第３項

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して

　不足する額１４４，１０８千円は、過年度分損益勘定留保資金１４４，１０８千円で補てんするもの

　とする。）。

　　収　　　　　入

第１款

　第１項

　第２項

　　支　　　　　出

第１款

　第１項

　第２項

　第３項

（企　業　債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。

－ 30 －

医 療 器 械
整 備 事 業

１２２,８００ 普通貸借

又は

証券発行

5.0％
以 内 　　借入先の融資条件による。

　ただし、企業財政その他の都合

　により据置期間及び償還期限を

　短縮し、もしくは繰上償還又は

　低利に借換することができる。

（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

院 内 設 備
更 新 事 業

１８６,３００

起債の目的 限　度　額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法

企 業 債 償 還 金 ４５９,３４０ 千円

投 資 ２,４００ 千円

病 院 事 業 資 本 的 支 出 ７６１,４２５ 千円

建 設 改 良 費 ２９９,６８５ 千円

企 業 債 ３０９,１００ 千円

他 会 計 負 担 金 ３０８,２１７ 千円

大 谷 診 療 所 特 別 損 失 １ 千円

病 院 事 業 資 本 的 収 入 ６１７,３１７ 千円

大 谷 診 療 所 医 業 費 用 ２,４５９ 千円

大谷診療所医業外費用 ２６ 千円

診 療 所 事 業 費 用 ２,４８６ 千円



（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条　次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、

　若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する

　場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費 千円

交 際 費 千円

（他会計からの補助金）

第８条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、７５，５７４千円である。

　また、国保会計からこの会計へ補助を受ける金額は、５，８５４千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第９条　たな卸資産の購入限度額は、８２３，２９６千円と定める。

珠洲市長　泉 谷 　満 寿 裕

－ 31 －

　　　　（１） １,７２６,０４５

　　　　（２） ５００

令和７年３月４日 提出



水 道 事 業 会 計



（総　　則）

第１条　令和７年度珠洲市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 件

（２） ㎥

（３） ㎥

（４）

千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　収　　　　　入

第１款

　第１項

　第２項

　　支　　　　　出

第１款

　第１項

　第２項

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不

　足する額２４１，３５３千円は、過年度分損益勘定留保資金２４１，３５３千円で補てんするものと

　する。）。

　　収　　　　　入

第１款

　第１項

　第２項

　第３項

　第４項 千円

議案第１７号

給 水 件 数

年 間 総 給 水 量

一 日 平 均 給 水 量

主 要 な 建 設 改 良 事 業

出 資 金 ６４２,７９２ 千円

補 助 金 １,２０４,２６３ 千円

６１５,８２１

上 水 道 営 業 外 費 用

上 水 道 災 害 復 旧 事 業

４,８００

令和７年度珠洲市水道事業会計予算

上 水 道 事 業 費 用

１,７８９,０００

－ 33 －

千円

２９,４９１ 千円

他 会 計 負 担 金 １０,６２０

上 水 道 事 業 資 本 的 収 入 １,８６４,５７５

千円

千円

千円

千円

６,９００

２８２,８０４

２０１,１３１

６４５,３１２

千円

上 水 道 事 業 収 益

工 事 負 担 金

１,６３５

５９６,６２７

千円

４８３,９３５

上 水 道 営 業 収 益

上 水 道 営 業 外 収 益

上 水 道 営 業 費 用



　　支　　　　　出

第１款

　第１項

　第２項

（一時借入金）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。　一時借入金の限度額は、２，０００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

　以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

千円

（他会計からの補助金）

第７条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１３３，１２７千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第８条　たな卸資産の購入限度額は、２２，３３４千円と定める。

令和７年３月４日 提出

珠洲市長　泉 谷 　満 寿 裕

企 業 債 償 還 金 １８６,６７３ 千円

職 員 給 与 費 ９２,９２４

－ 34 －

上 水 道 事 業 資 本 的 支 出 ２,１０５,９２８ 千円

上 水 道 建 設 改 良 費 １,９１９,２５５ 千円



下 水 道 事 業 会 計



（総　　則）

第１条　令和７年度珠洲市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 戸

（２） ㎥

（３） ㎥

（４）

千円

千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　収　　　　　入

第１款

　第１項

　第２項

　　支　　　　　出

第１款

　第１項

　第２項

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不

　足する額２２７，０５６千円は、当年度分損益勘定留保資金２２７，０５６千円で補てんするものと

　する。）。

　　収　　　　　入

第１款

　第１項

　第２項

　第３項

　第４項 負 担 金 等 ６,０９１ 千円

企 業 債 ３２２,３００ 千円

他 会 計 出 資 金 １,８６２,００５ 千円

－ 35 －

資 本 的 収 入 ５,９０９,７７１ 千円

国 庫 補 助 金 ３,７１９,３７５ 千円

営 業 費 用 ７３７,０６５ 千円

営 業 外 費 用 ６４,５０５ 千円

下 水 道 事 業 費 用 ８０１,５７０ 千円

営 業 外 収 益 ６３９,５７４ 千円

下 水 道 事 業 収 益 ８０１,５７０ 千円

２,９５９

年 間 総 処 理 水 量 ５１６,２４７

営 業 収 益 １６１,９９６ 千円

浄 化 槽 設 置 推 進 事 業 ２４,０００

災 害 復 旧 事 業 ５,５１０,０００

議案第１８号

一 日 平 均 処 理 水 量 １,４１４

主 要 な 建 設 改 良 事 業

令和７年度珠洲市下水道事業会計予算

処 理 戸 数



　　支　　　　　出

第１款

　第１項

　第２項

（企　業　債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、６，０００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

　以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

千円

（他会計からの補助金）

第８条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、４１８，４１２千円である。

令和７年３月４日 提出

珠洲市長　泉 谷 　満 寿 裕

建 設 改 良 債 １９,３００

－ 36 －

資 本 的 支 出 ６,１３６,８２７ 千円

起債の目的 限　度　額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法

３０３,０００

建 設 改 良 費 ５,５９９,２２９ 千円

企 業 債 償 還 金 ５３７,５９８ 千円

職 員 給 与 費 ３０,５８４

普通貸借

又は

証券発行

5.0％
以 内

　　借入先の融資条件による。

　ただし、企業財政その他の都合

　により据置期間及び償還期限を

　短縮し、もしくは繰上償還又は

　低利に借換することができる。

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率）

資 本 費
平 準 化 債


